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疾病対策課

結核感染症 課
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平成26年8月 15日からの大雨災害及び8月 19日からの

大雨災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

健康行政、社会福祉行政及び援護行政につきましては、日頃より多大なる御協力を賜

り心から御礼申し上げます。

今般、別添のとおり京都府、兵庫県及び広島県民生・衛生主管部（局）宛て通知いた

しましたので御連絡いたします。

貴会におかれましでも関係県市町村の病院会及び会員への周知を図っていただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。

用件のみにて失礼し、たしますが、緊急事態であることを御理解の上、御協力賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。



各都道府県民生・衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局

事務連絡

平成 26年 8月 22日

総 務 課

疾病対策課

結核感染症課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

母子保健課

厚生労働省社会・援護局

保 言蔓 課

援護企画課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

精 神 ・ 障 害 保 健課

平成26年 8月 15日からの大雨災害及び8月 19日からの

大雨災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

今般の標記災害による被災に伴い、公費負担医療の取扱いについて、男lj添のとおり京

都府、兵庫県及び広島県に連絡したところですのでご承知願います。

また、この取扱いは、被災者が京都府、兵庫県及び広島県以外で受診する場合におい

ても同様ですので、ご承知の上、貴管下へ周知方よろしくお願いいたします。
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兵庫県民生・衛生主管部（局）
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厚生労働省健康局

総 務 課

疾病対策課

結核感染症課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

母子保健課

厚生労働省社会・援護局

保護課

援護企画課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

平成 26年8月 15日からの大雨災害及び8月 19日からの

大雨災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

健康行政、社会福祉行政及ひ、援護行政につきましては、日頃より多大なる御協力

を賜り心から御礼申し上げます。

今般の京都府、兵庫県及び広島県における標記災害による被災に伴い、関連書類

等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受

けるために必要な手続をとることができない方がいらっしゃる場合も考えられます。

つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全

を期す観点から、各制度について、当面別紙のとおり、被爆者健康手帳や患者票等

がなくても、①別紙の各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、

④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関

以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。

なお、当該被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、平成25年

2月 21日付け健康局総務課等事務連絡「暴風雪被害による被災者の公費負担医療

の請求等の取扱いについてJ（別添 1）に準じて取り扱われるようお願いします。

また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、当

省保険医療担当部局より、別添 2及び別添3のとおり事務連絡が発出されているこ

とを申し添えます。

なお、（公社）日本医師会等に対しましでも、この取扱いにつき、協力依頼を行う

予定であることを併せて申し添えます。



（別紙）

( 1 ）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

被爆者健康手帳（認定疾病の場合においては認定書及び被爆者健康手帳）の提出

ができない場合においても、医療機関において、被爆者健康手帳の交付を受けてい

る者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診で

きるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関及び一般疾病医療機関以外の医療機関でも受

診できるものとする。

なお、毒ガス障害者救済対策事業の医療手帳が提出できない場合についても同様

とする。

( 2 ）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37条の 2の結核患

者に対する医療に係る患者票の提出ができない場合においても、医療機関において、

患者票の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認

することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとす

る。

( 3 ）特定疾患治療研究事業

特定疾患治療研究事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関に

おいて、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び

住所を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受

診できるものとする。

なお、この事業における自己負担の限度額の取扱いに当たっては、災害等により

前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況を勘案すると

されていることから、その趣旨にかんがみ、実情に即した弾力的な対応をして差し

支えないものとする。

( 4）肝炎治療特別促進事業

肝炎治療特別促進事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関に

おいて、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び

住所を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診できるも

のとする。

( 5 ）児童福祉法

① 療育券の提出ができない場合においても、医療機関において療育券の交付を受

けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、

受診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

② 小児慢性特定疾患治療研究事業の受診券の提出ができない場合においても、医

療機関において、受診券の交付を受けている者であるととを申し出、氏名、生年



月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも

受診できるものとする。

( 6 ）母子保健法

養育医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、養育医療券の

交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認すること

により、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

( 7 ）生活保護法

医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、被保護者であるこ

とを申し出、氏名、生年月日、住所及び福祉事務所名を確認することにより、受診

できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

( 8 ）戦傷病者特別援護法

療養券の提出ができない場合においても、医療機関において、療養券の交付を受

けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、

受診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

( 9 ）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

本人確認証の提出ができない場合においても、医療機関において、被支援者であ

ることを申し出、氏名、生年月日、住所及び支援給付の実施機関名を確認すること

により、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

(10）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支

援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住

所を確認することにより、受診できるものとする。

また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に

記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定

の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の

医療機関でも受診できるものとする。



北海道民生・衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局

事務連絡

平成 25年 2月 21日

総 務 課

疾病対策課

結核感染症課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

母子保健課

厚生労働省社会・援護局

保 護課

援護企画課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

精神・障害保健課

暴風雪被害による被災者の公費負担医療の請求等の取扱いについて

標記公費負担医療の取扱いについては、既に連絡したところでありますが、今

般、医療費の請求等の事務について、下記のとおり取扱うこととしますので、貴

管内関係機関への周知方をよろしくお願いします。

なお、診療報酬の請求等の事務については、保険局医療課より、事務連絡が別

途発出されていることを申し添えます。

記

昨年11月の暴風雪被害において、被爆者健康手帳や患者票等を指定医療機関等に

提示せず公費負担医療を受診した者に係る請求についての各公費負担医療毎の具体

的な取扱いは、別紙の方法によられたいこと。



＜局lj 津氏＞

( 1 ）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

① 医療機関等は、原爆医療の対象の申し出があった場合は、可能な限り「認

定疾病医療J（法第 10条関係）若しくは「一般疾病医療」（法第 18条関

係）であったかを特定すること。

② ①により特定ができた場合は、診療報酬明細書（以下「明細書Jという。）

の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（原子爆

弾被爆者に対する援護に関する法律による認定疾病医療「 18 J、一般疾病

医療費「 19 J）を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、

審査支払機関に請求すること。なお、同ーの者について「 18」と「 19 J 

を請求する場合には、それぞれ別々の明細書で請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合に

はそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載し

た場合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認で

き、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」

と記録すること。

③ どうしても特定できない場合は、当該患者の明細書については、上部左

上空欄に赤色で匠亙と表示するとともに、摘要欄の余白に住所を記載し、

審査支払機関に請求することとする。

( 2）毒ガス障害者救済対策事業

医療機関等は、毒ガス障害者救済対策事業で受診した者の請求については、

広島県健康福祉局被爆者支援課（電話番号082-513 3115）に必

ず照会した上で、毒ガス障害者医療費請求書を用いて広島県健康福祉局被爆

者支援課に請求すること。

( 3）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

医療機関等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

3 7条の 2の結核患者に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記

入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核患者の適正医療「 10」）

を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で本

事業の対象疾患名を記載の上、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録すること。



( 4）特定疾患治療研究事業等

医療機関等は、特定疾患の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当た

っては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（特定疾患治療費及び先天

性血液凝固因子障害等治療費「 51」）を付すとともに、摘要欄の余白に被災

前の住所を記載し、可能な範囲内で本事業の対象疾患名を記載の上、審査支

払機関に請求するとと。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録すること。

( 5 ）肝炎治療特別促進事業

医療機関等は、肝炎治療特別促進事業に係る医療の対象の申し出があった場

合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（肝

炎治療特別促進事業に係る医療の給付「 38 J）を付すとともに、摘要欄の余

白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録すること。

( 6 ）児童福祉法

① 医療機関等は、児童福祉法第 20条の児童に対する医療の対象の申し出

があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2

桁の法別番号（児童福祉法による療育の給付「 17 J）を付すとともに、摘

要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合に

はそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載し

た場合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認で

き、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳J

と記録すること。

② 医療機関等は、児童福祉法第21条の 5の小児慢性特定疾患治療研究事

業に係る医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、

公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（児童福祉法による小児慢性特

定疾患治療研究事業に係る医療の給付「 52 J）を付すとともに、摘要欄の

余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で本事業の対象疾患名を記載

の上、審査支払機関に請求すること。



なお、公費負担者番号（8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合に

はそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載し

た場合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認で

き、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳J

と記録すること。

( 7）母子保健法

医療機関等は、母子保健法第20条の未熟児に対する医療の対象の申し出が

あった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の

法別番号（母子保健法による養育医療「 23 J）を付すとともに、摘要欄の余

白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳Jと記録すること。

( 8）生活保護法

医療機関等は、生活保護法による医療扶助で受診した者の請求については、

原則として、福祉事務所に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に当

たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（生活保護法による医療

扶助「 12 J）を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査

支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳Jと記録すること。

( 9）戦傷病者特別援護法

医療機関等は、戦傷病者特別援護法第4条第 1項第2号の認定を受けた戦傷

病者の当該認定に係る公務上の傷病に対する医療を取り扱った場合、明細書の

記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（戦傷病者特別

援護法による療養の給付「 13」）を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の

住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場合

は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者

番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録すること。



(10）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律

医療機関等は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律による医療支援給付で受診した者の請求については、原

則として、支援給付の実施機関に必要な事項を確認することとし、明細書の

記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第 14条

第4項に規定する医療支援給付「 25 J）を付すとともに、摘要欄の余白に

被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場

合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受

給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録す

ること。

(11）障害者自立支援法

医療機関等は、障害者自立支援法第5条第23項に規定する自立支援医療

（更生医療、育成医療及び精神通院医療）の対象の申し出があった場合、明

細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる 2桁の法別番号（障害

者自立支援法による更生医療「 15」、育成医療「 16 J及び精神通院医療「2

1」）を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機

関に請求すること。

なお、公費負担者番号（ 8桁）、受給者番号（ 7桁）が確認できた場合には

それぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号（ 8桁）を記載した場

合は住所を記載する必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受

給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳Jと記録す

ること。

※1なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求

すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求

することも差し支えない。

※2電子レセプトにより請求する場合においては、以下の点を参考にすること。

①公費負担者番号が確認できない場合には、「法別 2桁＋888888 (6桁）」

を記録し、併せて摘要欄の先頭に「住所」を記録すること。

また、受給者番号が確認できない場合においては、「 9999999 (7桁）」

を記録すること。

②公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、「 99 

99999 (7桁）」を記録し、摘要欄の先頭に「不詳」を記録すること。



※3 「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」（平成25年 1月24

日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡）において「赤色で災 2と記載する」と

されているものについては、公費負担者番号及び公費受給者番号を記載し、レセ

プト共通レコードの「レセプト特記事項Jに「 97」、摘要欄の先頭に「災2」を

記録すること。



地方厚生（支）局医療課

都道府県民生主管部（局）

事 務 連 絡

平成 26年 8月 20日

国民健康保険主管課（部） 〉御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

平成 26年8月 15日からの大雨による被災者に係る

被保険者証の提示等について

平成 26年8月 15日からの大雨による被災に伴い、被保険者が被保険者証等

を紛失又は家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示

できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日

及び連絡先（電話番号等）、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健

康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所（国民健康保険組合

の被保険者については、これらに加えて、組合名）を申し立てることにより、

受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺

漏なきを期されたい。

また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合

の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出され

るものであること。

なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成 25年 1月 24

日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いに

ついて」（別添）に準じて取り扱われたい。

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係

TEL: 03-5253-1111 （内線 3288)

FAX:03-3508-2746 



地方厚生（支）局医療課

都道府県民生主管部（局）

事務連絡

平成 26年8月 20日

国民健康保険主管課（部） 〉御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

平成 26年8月 19日からの大雨による被災者に係る

被保険者証の提示等について

平成 26年8月 19日からの大雨による被災に伴い、被保険者が被保険者証等

を紛失又は家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示

できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日

及び連絡先（電話番号等）、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健

康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所（国民健康保険組合

の被保険者については、これらに加えて、組合名）を申し立てることにより、

受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺

漏なきを期されたい。

また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合

の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出され

るものであること。

なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成 25年 1月 24

日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いに

ついて」（別添）に準じて取り扱われたい。

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係

TEL: 03-5253-1111 （内線 3288)

FAX:03-3508-2746 


